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食品リサイクル法に基づく定期報告における事業者名の公表について

○ 食品リサイクル法では、食品廃棄物等の発生量が年間100トン以上の事業者に対して、食品廃棄物等発生量等を毎年度国に

報告するよう義務づけており、現在、その報告データの一部（表３の発生原単位、表11の当年度の再生利用等の実施率、表14

の遵守状況及び表16の取組内容）について公表の同意を求め、同意した事業者のみ、事業者名及び上記データを農水省ＨＰで

公表しています。

○ 昨今の物価高騰など、福祉目的での食品提供の重要性や社会的な関心が高まるとともに、本制度の社会的な浸透が進み、食

品循環資源の再生利用等の取組について情報開示することの重要性が高まっています。

〇 このため、今回の定期報告から、

①「表16 食品循環資源の再生利用等の促進のための先進的な取組」欄に、福祉目的でのフードバンク等への食品提供量の情

報を有償／無償の別に記載いただくとともに、

②「表３の発生原単位、表11の当年度の再生利用等の実施率、表14の遵守状況及び表16の取組内容」についての、「表17 国

が公表を行うことについての同意の有無」欄に、原則として「有」と記載いただくこととしました。

なお、②で「有」と記載できない事業者におかれては、表3、11、14及び16が公表された際に生じる具体的な事業上の支障

につき、農林水産省本省との協議をお願いいたします。以下の連絡先に、当該支障を添えてお知らせください。

連絡先：農林水産省大臣官房新事業・食品産業部外食・食文化課食品ロス・リサイクル対策室 loss-non@maff.go.jp


